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議事日程（第１号） 

   令和３年１１月２５日（木曜日）午後１時００分開会 

 第 １ 会議録署名議員の指名 

 第 ２ 会期の決定 



 

 ２ 

第 ３ 議案第５３号 令和３年度大衡村一般会計予算の補正について 

                                           

本日の会議に付した事件 

 議事日程（第１号）に同じ 

                                           

午後１時００分 開 会 

議長（細川運一君） ただいまの出席議員は 12 名であります。定足数に達しますのでこれよ

り令和３年第４回大衡村議会臨時会を開会いたします。新型コロナウイルス感染症対策

のため大衡村議会会議規則第 4 条第 3 項の規定を受け議席の間隔を可能な限り開けてお

ります。発言及び答弁はマスク着用のまま登壇せず自席にてお願いを致します。本日の

議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

                                           

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

議長（細川運一君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は会議規則第127条の規定により、５番赤間しづ江さん、６番佐々木春

樹君を指名いたします。 

                                           

  日程第２ 会期の決定 

議長（細川運一君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

   本件について、議会運営委員長に委員会の報告を求めます。佐々木春樹委員長、報告願

います。 

議会運営委員長（佐々木春樹君） 本日招集されました令和３年第４回大衡村議会臨時会の運

営に関しまして本日午前中に議会運営委員会を開催しておりますので、その結果につい

て報告します。本臨時会に付議されました案件は村長提出案件が１件であります。内訳

は一般会計予算の補正１件でございます。従って本臨時会の会期につきましては本日１

日限りとすべきと決定したものであります。以上議会運営委員会の報告といたします。 

議長（細川運一君） お諮りをいたします。本臨時会の会期は、議会運営委員長報告のとおり

本日１日限りとすることにご異議ありませんか。 

〔異議なし多数〕 

議長（細川運一君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日１日限りと決定をいたし
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ました。 

   ここで、村長に招集の挨拶並びに提案理由の説明を求めます。村長。 

村長（萩原達雄君） ご苦労様でございます。本日ここに令和３年第４回大衡村議会臨時会を

招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、公私ともご多用にも関わらずご

出席を頂きました事誠にありがとうございます。また、第４回定例会の開会を来週に控

えての慌ただしい中にありながらのご出席に重ねてお礼を申し上げる次第であります。

ここに招集の挨拶ならびに提案理由の説明をさせていただきます。まず選挙の関係であ

りますが、議員もご存知の通り宮城県知事選挙及び第 49 回衆議院議員総選挙が 10 月

31 日に執行されました。放送における投票率は 58%を超えており、前回４年前の投票率

と比較すると若干ではありますけれども上昇したものであります。いずれの選挙も準備

期間が短い中ではありましたが、おかげさまでミスのない選挙事務が執行されたもので

あります。つぎに新型コロナウイルス関係でありますが、ここ数週間は全国的に減少傾

向にあり、県内でも感染者数ゼロの日もあり、このまま収束を願うものでありますが、

ヨーロッパあるいは隣の韓国などにおいては感染拡大が続いており、日本においても第

６波が懸念されているところであります。感染の再拡大を防ぐ観点からも感染防止策の

さらなる徹底を図ることが重要となるものであります。また、同時に経済も廻さなくて

はいけませんので、感染症対策を取りながら、個々人の判断とはなりますが、個人消費

拡大を測れるようにお願いをするものでもあります。国においては新型コロナウイルス

にかかる経済対策を柱に 55 兆円を超える財政支出が 19 日に閣議決定されており、市町

村においても 18 歳以下の子供に給付する子育て応援支援等様々な事務が予想されてお

りますので、正確かつ迅速に事務を執行したいと、このように考える次第であります。

以上ご挨拶を申し上げましたが、本臨時会に提案いたしました案件は１件であります。

議案第 53 号は令和３年度一般会計予算に 2,159 万６千円を追加するもので、歳入の主

なものは国庫支出金、県支出金及び基金繰入金の増額など歳出は農林水産業費を増額、

商工費を減額するものであります。なお、本来であれば一般会計予算の補正以外の事案

で国の人事院勧告による、議会議員、特別職、一般職員、会計年度職員の期末手当の引

き下げにかかる４議案の条例改正を予定しておりましたが、来年の通常国会で給与法改

正法案が提出される見込みであり、国の法改正もって条例改正を行うため、今般議案と

して取り下げたものでありますのでご理解をお願いしたいというふうに思います。以上

議案１件をご提案させて頂きますけれども、原案通り可決を賜りますようにお願いを申
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し上げ招集の挨拶ならびに提案理由の説明とさせていただきます。本日は何卒よろしく

お願い申し上げます 。 

                                           

日程第３ 議案第５３号 令和３年度大衡村一般会計予算の補正について 

議長（細川運一君） 日程第３、議案第 53 号 令和３年度大衡村一般会計予算の補正につい

てを議題といたします。 

〔議案は末尾に掲載〕 

議長（細川運一君） 本案の説明を求めます。企画財政課長。 

企画財政課長（残間文広君） 皆さんこんにちは。それでは議案第 53 号別紙でご説明申し上

げます。令和３年度大衡村一般会計補正予算(第５号)は次に定めるところによる。第１

条は歳入歳出予算の補正に係る規定で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

2,159 万 6,000 円を追加し歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 44 億 3,328 万

2,000 円とするものでございます。内容につきましては事項別明細書でご説明申し上げ

ますので６ページをお開き願います。今般の補正につきましては米価下落に伴います次

期作付け支援として地域農業継続支援金を計上するものでございます。歳入ついてご説

明申し上げます。16 款２項１目総務費国庫補助金 1,800 万円の増、説明記載の地方創

生臨時交付金でございます。17 款２項８目商工費県補助金 200 万円の増、説明記載の

市町村補助金となっております。20 款２項 17 目大衡村新型コロナウイルス感染症対策

金繰入金 159 万 6,000 円の増、基金を取り崩しての繰入となります。続きまして歳出で

す。５款１項３目農業振興費 2,507 万 6,000 円の増、18 節負担金補助及び交付金とい

たしまして、地域農業継続支援金 10 アール当たり 5,000 円を交付する予算の計上でご

ざいます。６款１項２目商工振興費 348 万円の減、18 節負担金補助及び交付金で地域

産業継続支援金でございまして、こちらを減額いたしまして、５款の農業振興費に充当

するものでございます。以上をご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。 

議長（細川運一君） これより本案の質疑を行います。佐々木春樹君。 

６番（佐々木春樹君） この地域農業の支援金ですね、内容について説明願います。 

議長（細川運一君） 産業振興課長。 

産業振興課長（渡邉愛君）はい、ご説明をいたします。先ほど企画財政課長も申し上げました

通り、今般のですね、米の概算金につきまして 9,100 円ということで、前年対比

3,100 円下落したということでございまして、その米価下落対策といたしまして、大衡
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村としましては、次期作の支援ということでですね、ＪＡ新みやぎあさひな地区本部の

種苗費、肥料費の１アール当たりのそれぞれの合計額が約１万円となりますけれども、

その 1/2 の 5,000 円を支援するというものでございます。 

議長（細川運一君） 佐々木春樹君。 

６番（佐々木春樹君） 今後のですね、支援金の流れといますか、今回議案が通ればどのよう

な動きになるのか、その辺をお伺いします。 

議長（細川運一君） 産業振興課長。 

産業振興課長（渡邉愛君） お答えを致します。もうすでにですね、要綱等の決済は済んでお

りまして、本日ご可決賜った後にですね、交付ということにさせていただきまして、本

日その書類等をですね、対象の農家の方々へ発送させて頂く予定となっております。提

出期限といたしましては12月10日というふうにさせていただいておりまして、これとい

うのはですね、村の今年中の支払いの最終日であります12月24日支払いにさせていただ

きたいということで、10日まで締め切りし24日に各口座の方に振込みをさせていただき

たい考えでおる所でございます。 

議長（細川運一君） 佐々木春樹君。 

６番（佐々木春樹君）はい、速やかにですね、支援していただければと思いますし、漏れとか

間違いのないようにすね、十分注意して年内に支給できるように努めていただきたいと

思います。 

議長（細川運一君） 産業振興課長。 

産業振興課長（渡邉愛君）ご指摘のありました通り、そういったところに細心の注意を払いな

がら速やかにお支払いをさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  

議長（細川運一君） 石川敏君。 

３番（石川敏君）今回の米価の下落の支援については、県内でも各市町、大衡も含めてですね、

結構な数の市町村で支援策が出されております。新聞にも載っておりますけども、まあ

金額も最高額で１万、低い所は 2,000 円程度と差がありますが、大衡村においては

5,000 円の単価で設定されましたけども、今回、多分今年限りの、こういった支援策な

のかなと思うんですけども、今年については米価の概算金の下落幅が大きいということ

での対応支援だと思うんですけども、今後もこういったことが起こり得るってことも想

定されるわけです。ですんで今回は価格の低下ですけども、それ以外のような、こうい
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った農家の方の収入減になった場合、村として今後どのような対応の仕方を考えるのか、

その辺ありましたら伺います。 

議長（細川運一君） 産業振興課長。 

産業振興課長（渡邉愛君） 収入減になった場合っていうよりはですね、今回村としても次期

作の支援という形で進めさせていただきましたけれども、県としてもですね、昨日担当

者の会議等がありまして、その復命等を見ているところですが、作付け転換ということ

で重きを置いてですね、議員仰られた通り米価の下落については様々な、コロナ以外の

要因もございますので、また急激に回復するということは当面見込めないものと思って

おりますので、いっそうですね、作付けの転換っていうのも村としても進めていくとい

うことにならざるを得ないというふうに考えておりますし、今触れました県としてもで

すね、あくまで詳細はまだ把握しておりませんけれども、作付転換の支援ということで、

転換される方の生産資材費の支援とかですね、機械施設の導入、様々な要件はあります

けれども、そういったことで県は一律いくらということではなくて作付転換に対する生

産資材、機械施設等の支援をしていくという取り組みをするということでありますので、

そういったところもですね、村の水田協の方も、その中間に関わってくるような状況に

なっておりますので、そういったものも十分に把握しながら今後のさらなる支援策を行

っていきたいというふうに現状としては考えております。  

議長（細川運一君） 石川敏君。 

３番（石川敏君） 県のほうの支援策については県の補正予算で、12月議会ですかね、提案す

るような内容で報道されましたけども、まあ具体的な中身については詳細は報道されて

おりませんけども、今言われたように米からそれ以外の作物への作付け転換を進めるっ

ていう事ですけども、やっぱり具体的にはどういったような支援策になるのか、ちょっ

と姿がはっきりまだ見えないと思うんですけども、県の政策なりあるいは村としてもそ

れに対してどのような具体的な支援で望んで行こうというふうに考えておられるのか、

具体的な策まであるかどうか分かりませんが、具体的にこういった方向性で、もし案と

してあるんであれば伺いたいと思います。 

議長（細川運一君） 産業振興課長。 

産業振興課長（渡邉愛君） 今申し上げました通りですね、県の米価下落対策ということでは

作付転換支援ということでありますので当然今お話しいただいたようにですね、詳細が

まだ十分に伝わっておりませんので、そういったものの把握に努めながらですね、聞い
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てるところによりますと、それも年度内で事業を完了させる県の方針でもありますし、

当然次期作の支援ということでありますから、次期作に対する作付けの転換の支援とい

うことでありますから当然のこととなりますけれども、そういったところの、農家と県

の間に入ってですね、村として調整といいますか受付なりも村が主体になるのかなとい

うふうに考えておりますので、スムーズにそういったものが進むように、村としても協

力っていいますか、主体的に関わって行きたいなというふうに現状として考えていると

ころでございます。  

議長（細川運一君） 石川敏君。 

３番（石川敏君） 具体的な支援策についてはなかなか難しさもあると思うんですけども、や

っぱり今年の場合については次期作付けの支援って言ってもやっぱり価格低下の収入減

ですよね、１番はね。ですんでやっぱりこういったことはたまたま今回市場の値段が下

がったっていう事に原因あるんですけども、それ以外に収入減になるような災害なりな

んなりということも当然ありうるわけですね。作付け途中で災害に遭って減収。あるい

は農地そのものが被害にあって作付けそのものが出来なくなってくるという事態もあり

えます。ですんでやっぱりそう言った農家減収に対する支援策っていうことは、価格低

下以外にも当然そういう制度もあります。前回の定例会の一般質問で農家の農業経営収

入保険について質問しましたけども、これも今回対象になりえます。減収もですね。価

格低下も。あと災害による原因ももちろんです。ですからこれも一つのやっぱり村とし

ての支援策としてそういった制度を活用した支援を、なんていうんですかね、農業政策

の一つとしてやっぱり考えておくのも必要じゃないのかなと思うんですよね。そういう

観点から。まあ、あんまりよその自治体ではそれに対する支援を行ってるところが少な

いですけども、県内では登米市でやってるようです。ですから、どこまで出来るかあれ

ですけども、村としてその一部の支援として制度的に考えておくってことになれば、こ

の単発で２千万３千万円の予算化じゃなくても対応できる部分あると思いますので、是

非こういったこともですね、具体的に進めておく必要があるのではないかなと思うんで

すけども。どうでしょうか。  

議長（細川運一君） 産業振興課長。 

産業振興課長（渡邉愛君） 今ご指摘がありました収入保険についてもですね、村内では

12 件、前回の一般質問の時にお答えした通りですね、加入者は 12 件ということでござ

います。要件としてですね、青色申告者だというような縛りがありますので、青色申告
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者農林業センサスによりますと 62 名いるということでありますので、もう少し収入保

険のですね、促進といますが推進といますか、加入促進ということは必要ではないかな

ということで、この度のですね、コロナによる米価下落では、担当課としては思ってい

たところでございます。大和町なり黒川地域の各市町ともですね、そういった話も出て

おりまして、ネックとなるものが青色申告だということもありまして、白色申告でもな

るようにですね、要望活動していってはどうかという話も出てるのが現状でございます。

ご存知の通りですね、収入保険については基準収入の９割以下になった場合に、下回っ

た額の９割を上下に補填されるということでありますから、トータル的に考えますと、

収入保険の加入者が多ければですね、村としてそういった単独の支援といいますか、そ

ういったことの規模が若干減らせるというメリットもあるかと思いますので、そういっ

たところもトータルに含めて、今今どうかという結論は出せないわけですけれども、収

入保険に対する何らかの措置とかですね、そういったものも、今後議員おっしゃられた

通り災害等も頻発しておりますので、一つの検討材料としていきたいなというふうに思

ってはおります。というところが現状でございます。 

議長（細川運一君） 佐野英俊君。 

２番（佐野英俊君） 財源の関係で商工振興費地域産業継続支援金は 348 万今回減額財源調整

しているわけですけれども、まず地域産業振興を支援金計上予算額と予算の執行状況に

ついて伺います。併せまして今回は次期作付けの支援というか、下落に対する支援とい

うことで対策が取られておるわけでありますけれども、併せまして、今社会問題ってい

ますか燃料の高騰、現実問題と致しまして、農家特にハウスによる生産農家への影響っ

ていますか、大きいものがあるととっております。そういう中で、米価の下落対策支援

の関連で伺うわけですけれども、これらハウス栽培生産農家への支援策等は村として考

え方はどのように持たれているか。その辺伺いたいと思います。  

議長（細川運一君） 産業振興課長。 

産業振興課長（渡邉愛君） お答えをいたします。まず最初のですね、地域産業継続支援金に

ついてでありますけれども、当初と致しましては１事業者あたり 12 万円の支援金とい

うことで昨年支出してる実績から、78 事業者を想定しておりまして、936 万円を計上予

算計上していたものでございます。実際それがですね、46 事業者に止まったというこ

とでございまして、支出済額が 552 万円となってるものでございまして、その残の部分

を今回地域農業継続支援金の方に当てさせていただいたという経緯でございます。また
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２点目でご質問ありました原油高騰の問題でありますけれども、当然議員おっしゃられ

た通りですね、新聞マスコミ報道等で状況は把握しておりますし、ガソリンスタンド等

でですね、自分の車のガソリンを入れる際にも随分高くなってるなーっていうのは実感

として感じているところでありますけれども、現状としてはまだどういった対策ってい

ますか、今のところは考えていないのが現状でございます。 

議長（細川運一君） 佐野英俊君。 

２番（佐野英俊君） 商工振興費については理解いたしました。燃料費の高騰、これはハウス

農家だけではなく社会全体の問題って言いますか、我々生活するにも影響力は現状見ま

すと大きい影響力があるのは事実であります。今朝の河北見ますと、「農家価格下がる

のか」、要するに燃料費下がるのかという見出しの中で、宮崎県のピーマン、きゅうり、

これらのハウス栽培の報道がされておりました。やはり全国いずれの箇所も同じかと思

うんですけれども農家を直撃している。直撃っていうのは、非常に大きいものがあるな

ぁというふうに改めて感じ取った次第であります。衡下のシクラメン高橋花園さん辺り

も 80 円代であった重油が現在 103 円に、リッターですね、25%から３割値上げになって

おると。非常に大きい経費、燃料費がかかっておるのが実態という話も聞いております

けれども、やはりハウスによる生産農家、栽培農家等に対するなにがしかの、そういう

支援っていますか、米価下落とまた違う意味合いにあると思いますが、その辺の検討、

何らかの支援策を考える必要ある現代ではないかなと感じるわけですが、その辺再度お

伺いたいと思います。 

議長（細川運一君）産業振興課長。 

産業振興課長（渡邉愛君） はい、先ほども申し上げました通りですね、そういった状況につ

いては担当課としても十分把握しているところでございますけれども、実際問題として

ですね、今後の推移どうなっていくかというところもありますし、そう言った動向も見

極めながら検討してまいりたいと思っております。  

議長（細川運一君） 佐野英俊君。 

２番（佐野英俊君） 確かに実態把握は難しい部分はあると思います。燃料の場合、価格単価

の高騰、期間っていうのも変動しているわけですので、期間の捉え方、年間通してとい

うことでもないわけでありますので、是非課長答弁で動向を踏まえながらということで

ございましたが、今後の推移を見極めながら村としてもなにがしかの検討必要な場合は
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是非それを検討する中で施策を講じていただきたいというふうに考えます。再度伺って

終了します。  

議長（細川運一君） 産業振興課長。 

産業振興課長（渡邉愛君） ご指摘ありました通りですね、十分に今後の推移動向等を見極め

ながら対応してまいりたいというふうに考えております。  

議長（細川運一君） 質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し直ちに採決をい

たします。お諮りをいたします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔異議なし多数〕 

議長（細川運一君） 異議なしと認めます。したがって本案は原案のとおり可決されました。 

                                           

議長（細川運一君） 以上をもちまして本日の議事日程はすべて終了いたしました。これをも

ちまして令和３年第４回大衡村議会臨時会を閉会いたします。大変お疲れさまでござい

ました。  

午後１時３２分 閉 会 
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